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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の情報処理を実行する本体部と、
　上記本体部の所定の第１の面に取り付けられた第１のバッテリ部と、
　上記第１のバッテリ部に上記本体部に近づく方向及び逆の当該本体部から離れる方向に
回動自在に保持され、当該第１のバッテリ部に対して上記本体部に近づく方向に回動した
ときに一面を当該本体部の上記第１の面に隣接する第２の面に当接させる第２のバッテリ
部と
　を具え、
　上記第２のバッテリ部は、
　上記本体部が上記第２の面を所定の支持面に対向させて配置されるとき、上記本体部に
近づく方向に回動して上記一面を上記第２の面に当接させると、当該一面と対向する他面
の少なくとも一部を上記支持面に当接させて上記本体部を上記支持面に対して所定の第１
の傾斜角度に傾斜させ、上記本体部から離れる方向に回動すると、上記一面を上記支持面
に当接させて上記本体部を上記支持面に対して上記第１の傾斜角度よりも小さい所定の第
２の傾斜角度に傾斜させる
　情報処理装置。
【請求項２】
　上記第１のバッテリ部は、
　一方の端部が上記本体部の上記第１の面に取り付けられ、他方の端部が上記第１の面か
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ら上記第２の面側に突出して位置し、
　上記第２のバッテリ部は、
　上記第１のバッテリ部の上記他方の端部に回動自在に保持される
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　上記本体部は、
　上記第２の面と対向する第３の面に複数の操作キーが配列され、
　上記第２のバッテリ部は、
　上記一面及び上記他面にシート状の所定の第１及び第２の弾性部材が貼着され、上記本
体部が上記第２の面を上記支持面に対向させて配置されるとき、上記本体部に近づく方向
に回動すると、上記一面を上記第１の弾性部材を介して上記第２の面に当接させると共に
、上記他面の少なくとも一部を上記第２の弾性部材を介して上記支持面に当接させ、上記
本体部から離れる方向に回動すると、上記一面を上記第１の弾性部材を介して上記支持面
に当接させる
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　上記本体部の上記第３の面と対向する内面に表示パネルが設けられ、当該内面により上
記第３の面を閉塞し、又は当該第３の面を開放するよう上記本体部に回動自在に保持され
た表示部
　を具える請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　上記第２のバッテリ部は、
　閉塞状態の上記本体部及び上記表示部の全体の厚みと、ほぼ同じ厚みを有するように形
成された
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　上記第２のバッテリ部は、
　上記他面に楔状の脚部が斜面を当該他面の向く方向へ向けて設けられると共に、上記脚
部の上記斜面に上記第２の弾性部材が貼着され、上記本体部が上記第２の面を上記支持面
に対向させて配置されるとき、上記本体部に近づく方向に回動すると、上記他面の一部を
上記支持面に当接させると共に、上記脚部の上記斜面全体を上記第２の弾性部材を介して
上記支持面に当接させる
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　所定の取付け対象の第１の面に取り付けられる第１のバッテリ部と、
　上記第１のバッテリ部に上記取付け対象に近づく方向及び逆の当該取付け対象から離れ
る方向に回動自在に保持され、当該第１のバッテリ部に対して上記取付け対象に近づく方
向に回動したときに一面を当該取付け対象の上記第１の面に隣接する第２の面に当接させ
る第２のバッテリ部と
　を具え、
　上記第２のバッテリ部は、
　上記取付け対象が上記第２の面を所定の支持面に対向させて配置されるとき、上記取付
け対象に近づく方向に回動して上記一面を上記第２の面に当接させると、当該一面と対向
する他面の少なくとも一部を上記支持面に当接させて上記取付け対象を上記支持面に対し
て所定の第１の傾斜角度に傾斜させ、上記取付け対象から離れる方向に回動すると、上記
一面を上記支持面に当接させて上記取付け対象を上記支持面に対して上記第１の傾斜角度
よりも小さい所定の第２の傾斜角度に傾斜させる
　バッテリ。
【請求項８】
　上記第１のバッテリ部は、
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　一方の端部が上記取付け対象の上記第１の面に取り付けられ、他方の端部が上記第１の
面から上記第２の面側に突出して位置し、
　上記第２のバッテリ部は、
　上記第１のバッテリ部の上記他方の端部に回動自在に保持される
　請求項７に記載のバッテリ。
【請求項９】
　上記第２のバッテリ部は、
　上記一面及び上記他面にシート状の所定の第１及び第２の弾性部材が貼着され、上記取
付け対象が上記第２の面を上記支持面に対向させて配置されるとき、上記取付け対象に近
づく方向に回動すると、上記一面を上記第１の弾性部材を介して上記第２の面に当接させ
ると共に、上記他面の少なくとも一部を上記第２の弾性部材を介して上記支持面に当接さ
せ、上記取付け対象から離れる方向に回動すると、上記一面を上記第１の弾性部材を介し
て上記支持面に当接させる
　請求項８に記載のバッテリ。
【請求項１０】
　上記第２のバッテリ部は、
　所定の厚みを有するように形成され、上記他面に楔状の脚部が斜面を当該他面の向く方
向へ向けて設けられると共に、上記脚部の上記斜面に上記第２の弾性部材が貼着され、上
記取付け対象が上記第２の面を上記支持面に対向させて配置されるとき、上記取付け対象
に近づく方向に回動すると、上記他面の一部を上記支持面に当接させると共に、上記脚部
の上記斜面全体を上記第２の弾性部材を介して上記支持面に当接させる
　請求項９に記載のバッテリ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は情報処理装置及びバッテリに関し、例えば携帯型のパーソナルコンピュータ及び
これに取り付けられるバッテリに適用して好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の携帯型のパーソナルコンピュータとして、図８に示すようないわゆるノー
ト型と呼ばれるものがある。
【０００３】
かかる構成のノート型のパーソナルコンピュータ１においては、本体部２の矢印ｘに示す
後方向の側面に、表示部３が矢印ｙに示すこの本体部２の一面に近づく方向（以下、これ
を閉方向と呼ぶ）及びこれとは逆の本体部２の一面から離れる方向（以下、これを開方向
と呼ぶ）に回動自在に保持されている。
【０００４】
また本体部２の一面には、複数の操作キーが配列されたキー配列部が設けられると共に、
この一面と対向する表示部３の内面には液晶パネル４が設けられている。
【０００５】
さらに本体部２の後方向の側面にはバッテリ５が着脱自在に保持され、当該バッテリ５か
ら供給される電源電圧に基づいて本体部２及び表示部３を駆動させている。
【０００６】
これによりこのパーソナルコンピュータ１においては、本体部２に対して表示部３を閉方
向に回動させて当該本体部２の一面をこの表示部３の内面により閉塞すると、本体部２と
表示部３とを折り畳むように一体化して容易に持ち運ぶことができる。
【０００７】
これに対し本体部２に対して表示部３を開方向に回動させてキー配列部及び液晶パネル４
を開放させ、かつバッテリ５から供給される電源電圧に基づいて本体部２及び表示部３を
駆動させると、各操作キーを介して所定の操作命令を入力し得ると共に、当該本体部２が
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この入力された操作命令に基づいて所定の処理を実行し、得られる処理結果を画像情報と
して表示部３の液晶パネル４に表示させる。
【０００８】
これに加えこのパーソナルコンピュータ１においては、本体部２に対してバッテリ５が矢
印ｚに示すこの本体部２の他面に近づく方向及びこれとは逆の当該本体部２から離れる方
向に自在に回動し得るようになされている。
【０００９】
従ってこのパーソナルコンピュータ１においては、本体部２の操作時に当該本体部２に対
してこのバッテリ５を本体部２の他面に近づく方向に回動させて当該本体部２の他面から
突出させると、本体部２の一面を例えば机の一面に対して所定の傾斜角度に傾斜させるこ
とができ、かくしてユーザに操作中のキー配列部を見やすくして操作性を向上させ得るよ
うになされている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところでかかる構成のパーソナルコンピュータ１に用いられるバッテリ５においては、バ
ッテリケース内に所定の２次電池が収納されて形成されている。
【００１１】
そして最近では、パーソナルコンピュータ１を持ち運び先だけではなく、持ち運び途中等
にも使用する場合が増えているため、バッテリケースの内部に収納する２次電池の数を増
やしてバッテリ５の容量を増加させ、これによりパーソナルコンピュータ１の動作時間を
長くする傾向にある。
【００１２】
ところがこのようにバッテリ５の容量を増やせば、バッテリケースの内部に収納される２
次電池の数が増える分当該バッテリ５が大型化し、この結果パーソナルコンピュータ１が
全体としてこのバッテリ５の大きさの分だけ例えば後方向に大幅に大型化するため、容易
には持ち運び難い問題があった。
【００１３】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、バッテリを取り付けても容易に持ち運ぶこ
とのできる情報処理装置及びバッテリを提案しようとするものである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、所定の情報処理を実行する本体部と、当
該本体部の所定の第１の面に取り付けられた第１のバッテリ部と、この第１のバッテリ部
に本体部に近づく方向及び逆の当該本体部から離れる方向に回動自在に保持され、当該第
１のバッテリ部に対して本体部に近づく方向に回動したときに一面を当該本体部の第１の
面に隣接する第２の面に当接させる第２のバッテリ部とを設けるようにし、本体部が第２
の面を所定の支持面に対向させて配置されるとき、第２のバッテリ部が本体部に近づく方
向に回動して一面を第２の面に当接させると、当該一面と対向する他面の少なくとも一部
を支持面に当接させて本体部を支持面に対して所定の第１の傾斜角度に傾斜させ、当該第
２のバッテリ部が本体部から離れる方向に回動すると、一面を支持面に当接させて本体部
を支持面に対して第１の傾斜角度よりも小さい所定の第２の傾斜角度に傾斜させるように
した。
【００１５】
　この結果、本体部の持ち運び時には、第１及び第２のバッテリ部をこの本体部の第１及
び第２の面に沿わせるようにして当該本体部にこの第１及び第２のバッテリ部を一体化す
ることができ、本体部の使用時には、第２のバッテリ部の回動方向に応じて２段階の傾斜
角度から好みの傾斜角度を選択させ、当該選択された傾斜角度で安定して傾斜させること
ができる。
【００１６】
　また本発明においては、所定の取付け対象の第１の面に取り付けられる第１のバッテリ
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部と、当該第１のバッテリ部に取付け対象に近づく方向及び逆の当該取付け対象から離れ
る方向に回動自在に保持され、当該第１のバッテリ部に対して取付け対象に近づく方向に
回動したときに一面を当該取付け対象の第１の面に隣接する第２の面に当接させる第２の
バッテリ部とを設けるようにし、取付け対象が第２の面を所定の支持面に対向させて配置
されるとき、第２のバッテリ部が取付け対象に近づく方向に回動して一面を第２の面に当
接させると、当該一面と対向する他面の少なくとも一部を支持面に当接させて取付け対象
を支持面に対して所定の第１の傾斜角度に傾斜させ、当該第２のバッテリ部が取付け対象
から離れる方向に回動すると、一面を支持面に当接させて取付け対象を支持面に対して第
１の傾斜角度よりも小さい所定の第２の傾斜角度に傾斜させるようにした。
【００１７】
　この結果、取付け対象の持ち運び時には、第１及び第２のバッテリ部をこの取付け対象
の第１及び第２の面に沿わせるようにして当該取付け対象にこの第１及び第２のバッテリ
部を一体化することができ、取付け対象の使用時には、第２のバッテリ部の回動方向に応
じて２段階の傾斜角度から好みの傾斜角度を選択させ、当該選択された傾斜角度で安定し
て傾斜させることができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１９】
図１において、１０は全体として本発明を適用したノート型のパーソナルコンピュータを
示し、本体部１１の矢印ａに示す後方向の側面（以下、これを後側面と呼ぶ）１１Ａの矢
印ｂに示す右方向の端部及びこれとは逆の左方向の端部にそれぞれ第１の支軸１２Ａ及び
１２Ｂが設けられ、当該後側面１１Ａの右側端部及び左側端部にこの第１の支軸１２Ａ及
び１２Ｂを中心にして表示部１３が矢印ｃに示す閉方向及びこれとは逆の開方向に回動自
在に枢支されている。
【００２０】
また本体部１１の後側面１１Ａの第１の支軸１２Ａ及び１２Ｂ間には、凹部でなるバッテ
リ保持部１４が設けられ、当該バッテリ保持部１４内にはバッテリ１５が着脱自在に保持
されている。
【００２１】
さらに本体部１１の一面１１Ｂの後側端部には、複数の操作キー１６が配列されたキー配
列部１７が設けられ、またこの一面１１Ｂの前側端部には、タッチパッド１８が設けられ
ると共に、穴部１９が穿設されている。
【００２２】
これに加え本体部１１の前方向の側面１１Ｃには、発光ダイオード（LED:Light Emitting
 Diode）でなる電源ランプＰＬ、バッテリランプＢＬ及びメッセージランプＭＬが併設さ
れ、また本体部１１の右方向の側面１１Ｄには、前方向から後方向に渡って順にＰＣＭＣ
ＩＡ（Personal Comuputer Memory Card International Association）カード（いわゆる
ＰＣ（Personal Comuputer）カード）を挿入するためのカードスロット２０、電源スイッ
チ２１、予め設定された複数のアプリケーションプログラムを順次起動させるためのプロ
グラマブルパワーキー２２、赤外線データ通信用の赤外線通信ポート２３が設けられてい
る。
【００２３】
一方表示部１３においては、本体部１１の一面１１Ｂと対向する内面１３Ａのほぼ中央に
液晶パネル２４が設けられると共に、当該内面１３Ａの矢印ｄに示す上方向の端部には、
本体部１１の一面１１Ｂの穴部１９に対応させて爪部２５が設けられている。
【００２４】
そして表示部１３の上方向の側面１３Ｂには、スライドレバ２６が左右方向にスライド自
在に設けられている。
【００２５】
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これによりこのパーソナルコンピュータ１０においては、本体部１１に対して表示部１３
を閉方向に回動させて当該本体部１１の一面１１Ｂをこの表示部１３の内面１３Ａにより
閉塞した状態（以下、これを閉塞状態と呼ぶ）にすると、このとき表示部１３の爪部２５
を本体部１１の穴部１９に挿入して保持し、かくして本体部１１と表示部１３とを折り畳
むように一体化して容易に持ち運ぶことができる。
【００２６】
これに対し本体部１１に対する表示部１３の閉塞状態において、スライドレバ２６を例え
ば右方向にスライドさせると、穴部１９内における爪部２５の保持を解除することができ
、これにより本体部１１に対して表示部１３を開方向に回動させてキー配列部１７及び液
晶パネル２４を開放させることができる。
【００２７】
そしてこのパーソナルコンピュータ１０においては、このように本体部１１のキー配列部
１７と、表示部１３の液晶パネル２４とを開放させた状態（以下、これを開放状態と呼ぶ
）で電源スイッチ２１が押下されると、バッテリ１５から供給される電源電圧に基づいて
本体部１１及び表示部１３を駆動させ、各操作キー１６を介して所定の操作命令が入力さ
れると、本体部１１がこの入力された操作命令に基づいて所定の処理を実行し、得られる
処理結果を画像情報として表示部１３の液晶パネル２４に表示させる。
【００２８】
かかる構成に加えこのパーソナルコンピュータ１０の場合、バッテリ１５においては、図
２に示すように、断面が長丸形状の棒状でなる第１のバッテリケース２８と、断面が長丸
形状でなり、かつ一面２９Ａがコ字状でなる第２のバッテリケース２９とから構成されて
いる。
【００２９】
実際上このバッテリ１５においては、第１のバッテリケース２８の一端及び他端２８Ａ及
び２８Ｂの下側端部に、第２のバッテリケース２９がその足部２９Ｂ及び２９Ｃを介して
当該第１のバッテリケース２８に対して矢印ｅに示すこの第１のバッテリケース２８の一
面２８Ｃに当該第２のバッテリケース２９の一面２９Ａを近づける方向（以下、これを時
計回り方向と呼ぶ）及びこれとは逆の第１のバッテリケース２８の一面２８Ｃから第２の
バッテリケース２９の一面２９Ａを離す方向（以下、これを反時計回り方向と呼ぶ）に回
動自在に保持されている。
【００３０】
そして第１のバッテリケース２８の一端及び他端２８Ａ及び２８Ｂの下側端部には、実際
に回動範囲を規制した図示しない回動機構が設けられ、これにより第２のバッテリケース
２９は、第１のバッテリケース２８の一端及び他端２８Ａ及び２８Ｂの長手方向（下位、
これを第１の端面長手方向と呼ぶ）に当該第２のバッテリケース２９の端面２９Ｄ及び２
９Ｅの長手方向（以下、これを第２の端面長手方向と呼ぶ）をほぼ直交させるような、こ
の第１のバッテリケース２８の一面２８Ｃから前方向に突出する第１の状態から、当該第
１のバッテリケース２８の他面２８Ｄから後方向に突出する第２の状態までの間で自在に
回動し得るようになされている。
【００３１】
また第１のバッテリケース２８の内部には例えばリチウムイオン２次電池のような複数の
２次電池が収納されると共に、第２のバッテリケース２９の内部にも例えばリチウムイオ
ン２次電池のような複数の２次電池が収納され、当該第１及び第２のバッテリケース２８
及び２９内の各２次電池はそれぞれ第１のバッテリケース２８の内部に設けられた回路基
板に導通接続されている。
【００３２】
さらに第１のバッテリケース２８の一面２８Ｃの上側端部には、第１及び第２の突起部３
０及び３１と、ケース側コネクタ３２とが設けられ、当該ケース側コネクタ３２は内部の
回路基板を介して第１及び第２のバッテリケース２８及び２９内の各２次電池に導通接続
されている。
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【００３３】
そして第１のバッテリケース２８の一端及び他端２８Ａ及び２８Ｂの上側端部には、溝部
３３がその長手方向を前後方向とほぼ平行に設けられている。
【００３４】
これに対し本体部１１の後側面１１Ａにおいては、図３に示すように、バッテリ保持部１
４の右方向及び左方向の内面１４Ａ及び１４Ｂにそれぞれ第１のバッテリケース２８の溝
部３３に対応する棒状のガイドレール３４及び３５がその長手方向を前後方向とほぼ平行
に設けられ、またこのバッテリ保持部１４の底面１４Ｃには、第１のバッテリケース２８
の第１及び第２の突起部３０及び３１に対応する第１及び第２の穴部３６及び３７が穿設
されると共に、ケース側コネクタ３２に対応する本体部側コネクタ３８が設けられている
。
【００３５】
そしてバッテリ１５においては、第１のバッテリケース２８の一面２８Ｃの上側端部を本
体部１１のバッテリ保持部１４の底面１４Ｃに対向させて各溝部３３にそれぞれ対応する
ガイドレール３４及び３５を挿入し、この状態において各溝部３３内にガイドレール３４
及び３５を順次挿入するように第１のバッテリケース２８をバッテリ保持部１４に近づけ
る方向に移動させることにより当該第１のバッテリケース２８の一面２８Ｃをバッテリ保
持部１４の底面１４Ｃに当接させ、かくして第１及び第２の突起部３０及び３１を対応す
る第１及び第２の穴部３６及び３７に嵌合させると共に、ケース側コネクタ３２を本体部
側コネクタ３８に機械的及び電気的に接続する。
【００３６】
これによりバッテリ１５においては、図４に示すように、本体部１１の後側面１１Ａに第
１のバッテリケース２８を介して着脱自在に保持され、この状態においてケース側コネク
タ３２及び本体部側コネクタ３８を順次介して本体部１１の内部に電源電圧を供給すると
共に、当該本体部１１を介して表示部１３内に電源電圧を供給することができる。
【００３７】
因みにバッテリ１５においては、このとき第１及び第２の突起部３０及び３１が対応する
第１及び第２の穴部３６及び３７の内部に設けられた所定の保持機構により着脱自在に保
持され、これにより本体部１１から脱落することを防止し得るようになされている。
【００３８】
そして本体部１１の他面１１Ｅには、第１及び第２の穴部３６及び３７内に保持した第１
及び第２の突起部３０及び３１の保持を解除する図示しないスライドレバが設けられ、こ
のスライドレバをスライドさせることにより第１及び第２の穴部３６及び３７内における
第１及び第２の突起部３０及び３１の保持を解除することができ、この状態でバッテリ保
持部１４からバッテリ１５を離す方向に移動させることにより当該本体部１１からこのバ
ッテリ１５を取り外すことができる。
【００３９】
また本体部１１に対するバッテリ１５の取付け時及び取外し時には、第１のバッテリケー
ス２８の溝部３３内にガイドレール３４及び３５を挿入して当該バッテリ１５が前後方向
にのみ動くようにその動き方向を規制することにより、この取付け時に第１及び第２の突
起部３０及び３１並びにケース側コネクタ３２をそれぞれ対応する第１及び第２の穴部３
６及び３７並びに本体部側コネクタ３８に確実に嵌め込むことができると共に、取外し時
に第１及び第１の突起部３０及び３１並びにケース側コネクタ３２がそれぞれ対応する第
１及び第２の穴部３６及び３７並びに本体部側コネクタ３８に対して例えば上下方向に動
いて破損することを確実に防止することができる。
【００４０】
ここでバッテリ１５においては、図５に示すように、第１のバッテリケース２８の上下方
向とほぼ平行な幅が、閉塞状態の本体部１１及び表示部１３の全体の厚みの２倍程度に選
定されている。
【００４１】
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そして第１のバッテリケース２８は、その上方向の円弧状でなる側面２８Ｅの頂点を本体
部１１に対して閉塞状態の表示部１３の他面１３Ｃから伸びる仮想面にほぼ一致させ、か
つ下方向の端部を本体部１１の後側面１１Ａの下端から他面１１Ｅ側に突出させるように
この本体部１１に取り付けられている。
【００４２】
また第２のバッテリケース２９は、その厚みが閉塞状態の本体部１１及び表示部１３の全
体の厚みとほぼ同じ値となるように選定される共に、第１のバッテリケース２８の第１の
端面長手方向に対して第２の端面長手方向をほぼ直交させたときに、一面２９Ａ又は他面
２９Ｆをこの第１のバッテリケース２８の下方向の円弧状の側面２８Ｆの頂点にほぼ一致
させるようにその回動中心位置が本体部１１の後側面１１Ａの斜め下方向の所定位置に選
定されている。
【００４３】
従ってこのバッテリ１５においては、第１のバッテリケース２８の内部に複数の２次電池
を収納すると共に、第２のバッテリケース２９の内部にも複数の２次電池を収納するよう
にして容量を格段的に増加させることができるものの、パーソナルコンピュータ１０の持
ち運び時には第１のバッテリケース２８に対して第２のバッテリケース２９を本体部１１
の他面１１Ｅに近づけるように時計回り方向に回動させることによりバッテリ１５をＬ字
状に折り曲げてこの第２のバッテリケース２９の一面２９Ａを本体部１１の他面１１Ｅに
当接させ、かくして閉塞状態の本体部１１及び表示部１３に後方向の側面から当該本体部
１１の他面１１Ｅに沿って一体化してパーソナルコンピュータ１０の携帯性を向上させる
ことができるようになされている。
【００４４】
ところで本体部１１の操作時には、図６に示すように、第１のバッテリケース２８に対し
て第２のバッテリケース２９を本体部１１の他面１１Ｅに近づけるように時計回り方向に
回動させて当該第２のバッテリケース２９の一面２９Ａをこの本体部１１の他面１１Ｅに
当接させると、この第２のバッテリケース２９の他面２９Ｆの前側端部を例えば机の一面
等のような支持面４０に当接させるようにして、かくして本体部１１の一面１１Ｂを支持
面４０に対して第１の傾斜角度Ｍに傾斜させることができる。
【００４５】
因みにこのとき第２のバッテリケース２９の一面２９Ａの左右方向の端部には、それぞれ
シート状のゴム等の比較的摩擦抵抗の大きい第１の弾性部材４１が貼着され、この第１の
弾性部材４１が本体部１１の他面１１Ｅに押し付けられることにより操作キー１６の操作
時に本体部１１に対して第２のバッテリケース２９ががたつかないようになされている。
【００４６】
また第２のバッテリケース２９の他面２９Ｆの左右方向の端部には、楔状の脚部４２がそ
の斜面４２Ａを下方向に向けて設けられ、当該脚部４２の斜面４２Ａにはシート状のゴム
等の比較的摩擦抵抗の大きい第２の弾性部材４３が貼着されている。
【００４７】
そしてこのバッテリ１５においては、このときバッテリ１５の自重と、本体部１１の重み
により脚部４２の斜面４２Ａ全体を第２の弾性部材４３を介して支持面４０に押し付けて
いる。
【００４８】
これによりこのバッテリ１５においては、本体部１１にキー操作により振動が加えられて
も、第２のバッテリケース２９の脚部４２に設けられた第２の弾性部材４３によりこの本
体部１１が支持面４０を滑って動くことを防止し得るようになされている。
【００４９】
因みに第２のバッテリケース２９の他面２９Ｆの脚部４２は、本体部１１の一面１１Ｂの
後側端部と対向するような所定部位に設けられており、本体部１１においてキー配列部１
７の後側端部に位置する操作キー１６が押下されたときに、当該本体部１１の一面１１Ｂ
の後側端部に対して下方向に加えられる外力を受けるようになされている。
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【００５０】
これによりキー配列部１７の後側端部に位置する操作キー１６が押下されても、第２のバ
ッテリケース２９の他面２９Ｆの後側端部が支持面４０に付き当てられ、かつ本体部１１
の前側端部が浮き上がるなどして操作性が損なわれることを防止し、かくして本体部１１
をその操作中に支持面４０上に安定して配置し得るようになされている。
【００５１】
これに対し本体部１１の操作時には、図７に示すように、第１のバッテリケース２８に対
して第２のバッテリケース２９を本体部１１の他面１１Ｅから離すように反時計回り方向
に回動させて当該第２のバッテリケース２９の一面２９Ａの全面を例えば支持面４０に当
接させると、本体部１１の一面１１Ｂを支持面４０に対して第１の傾斜角度Ｍよりも小さ
い第２の傾斜角度Ｎに傾斜させることができる。
【００５２】
そして本体部１１の一面１１Ｂをこのように第２の傾斜角度Ｎに傾斜させたときには、バ
ッテリ１５の自重により第２のバッテリケース２９の第１の弾性部材４１が支持面４０に
押し付けられると共に、第１のバッテリケース２８の下方向の円弧状の側面に貼着された
シート状のゴム等の比較的摩擦抵抗の大きい第３の弾性部材４４がこの支持面４０に押し
付けられる。
【００５３】
これによりバッテリ１５においては、本体部１１にキー操作により振動が加えられても、
第１及び第３の弾性部材４１及び４４により当該本体部１１が支持面４０を滑って動くこ
とを防止し、かくして本体部１１を支持面４０上に安定して配置することができる。
【００５４】
かくしてこのバッテリ１５においては、本体部１１の操作時に、第１のバッテリケース２
８に対して第２のバッテリケース２９を回動させることにより、このバッテリ１５により
本体部１１の一面１１Ｂの傾斜角度を２段階に切り換えることができ、かくしてユーザが
自分の操作し易い傾斜角度を選択して操作キー１６を操作して使い勝手を向上させること
ができる。
【００５５】
またバッテリ１５においては、第１のバッテリケース２８に対する第２のバッテリケース
２９の回動中心を本体部１１の後側面１１Ａの斜め下方向の所定位置に選定したことによ
り、第１のバッテリケース２８に対して第２のバッテリケース２９を本体部１１の他面１
１Ｅから離すように反時計回り方向に回動させて本体部１１の一面１１Ｂを第２の傾斜角
度Ｎで傾斜させたときに、第１のバッテリケース２８の他面２８Ｄから後方向に突出する
第２のバッテリケース２９をこの本体部１１の他面１１Ｅよりも下側に位置させることが
できる。
【００５６】
従ってこのパーソナルコンピュータ１０においては、本体部１１の一面１１Ｂを第２の傾
斜角度Ｎに傾斜させても、当該本体部１１に対して表示部１３を開方向に 180度以上回動
させることができ、かくしてユーザが本体部１１の前側から操作キー１６を操作しながら
この操作により表示部１３の液晶パネル２４に表示される画像情報を当該ユーザに表示部
１３の後側から対峙する他の人に見せることができる。
【００５７】
以上の構成において、このパーソナルコンピュータ１０では、バッテリ１５において、第
１のバッテリケース２８の一端及び他端２８Ａ及び２８Ｂの下側端部に第２のバッテリケ
ース２９を回動自在に保持するようにし、当該第１のバッテリケース２８の一面２８Ｃの
上側端部を本体部１１の後側面１１Ａのバッテリ保持部１４に着脱自在に保持するように
してこのバッテリ１５を本体部１１に取り付けるようにした。
【００５８】
そしてこのパーソナルコンピュータ１０においては、持ち運び時に第１のバッテリケース
２８に対して第２のバッテリケース２９を本体部１１の他面１１Ｅに近づけるように時計
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回り方向に回動させて当該第２のバッテリケース２９の一面２９Ａをこの本体部１１の他
面１１Ｅに当接させるようにした。
【００５９】
従ってこのパーソナルコンピュータ１０では、持ち運び時にバッテリ１５をＬ字状に折り
曲げて閉塞状態の本体部１１及び表示部１３の後方向の側面から当該本体部１１の他面１
１Ｅに沿わせることができ、この結果パーソナルコンピュータ１０全体が後方向に大幅に
大型化することを防止して本体部１１及び表示部１３にこのバッテリ１５を一体化するこ
とができる。
【００６０】
またバッテリ１５を本体部１１及び表示部１３に対して一体化するため、第１及び第２の
バッテリケース２８及び２９を第１及び第２の端面長手方向と直交する方向に厚みを増加
させたり、又は第２のバッテリケース２９を第２の端面長手方向とほぼ平行な方向に幅を
広げれば、パーソナルコンピュータ１０の持ち運び時に本体部１１及び表示部１３に対す
るバッテリ１５の一体化を損なうことなく、当該バッテリ１５の第１及び第２のバッテリ
ケース２８及び２９に収納し得る２次電池の数をさらに増加させて容易に容量を増加させ
ることができる。
【００６１】
以上の構成によれば、バッテリ１５において、第１のバッテリケース２８の一端及び他端
２８Ａ及び２８Ｂの下側端部に第２のバッテリケース２９を回動自在に保持し、当該第１
のバッテリケース２８の一面２９Ａの上側端部を本体部１１のバッテリ保持部１４に取り
付けるようにし、持ち運び時にこの第１のバッテリケース２８に対して第２のバッテリケ
ース２９を本体部１１の他面１１Ｅに近づけるように時計回り方向に回動させて当該第２
のバッテリケース２９の一面２９Ａをこの本体部１１の他面１１Ｅに当接させるようにし
たことにより、持ち運び時に閉塞状態の本体部１１及び表示部１３に対して後方向の側面
から当該本体部１１の他面１１Ｅに渡ってバッテリ１５を一体化することができ、かくし
てバッテリが取り付けられても容易に持ち運ぶことのできるパーソナルコンピュータを実
現することができる。
【００６２】
なお上述の実施の形態においては、バッテリ１５において、第１のバッテリケース２８に
断面が長丸形状でなる第２のバッテリケース２９を回動自在に保持するようにした場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、例えば第１のバッテリケースに断面が楔状でな
る第２のバッテリケースや、断面がＬ字状でなる第２のバッテリケースを回動自在に保持
するように、第１のバッテリケースにこの他種々の断面形状を有する第２のバッテリケー
スを回動自在に保持するようにしても良い。
【００６３】
因みに断面が楔状でなる第２のバッテリケースの場合には、一面及び又は他面を前側端部
にかけて先細りになるようにテーパ状に形成すれば、閉塞状態の本体部１１及び表示部１
３に対する一体感が損なわれることを防止することができ、また断面Ｌ字状でなる第２の
バッテリケースの場合には、その回動中心位置を本体部１１の後側面１１Ａの後側の所定
位置に選定すれば、パーソナルコンピュータの持ち運び時にこの第２のバッテリケースを
本体部１１の後側面１１Ａから他面１１Ｅに渡って沿わせて閉塞状態の本体部１１及び表
示部１３に対する一体感が損なわれることを防止することができ、かくしてこのように第
２のバッテリケースの断面形状を変えても上述した実施の形態と同様にバッテリの取り付
けられたパーソナルコンピュータの携帯性を向上させることができる。
【００６４】
また上述の実施の形態においては、バッテリ１５の取付け時に第１のバッテリケース２８
の上方向の円弧状でなる側面２８Ｅの頂点を本体部１１に対して閉塞状態の表示部１３の
他面１３Ｃから伸びる仮想面にほぼ一致させるようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、本体部１１に対して表示部１３を開方向に自在に回動することができれ
ば、第１のバッテリケース２８の上方向の側面２８Ｅの頂点を本体部１１の一面１１Ｂと



(11) JP 4203782 B2 2009.1.7

10

20

30

40

50

ほぼ一致させる等のように、この他種々の位置にこの側面２８Ｅを位置させるようにして
も良い。
【００６５】
さらに上述の実施の形態においては、第２のバッテリケース２９の厚みを閉塞状態の本体
部１１及び表示部１３の全体の厚みとほぼ同じ値となるように選定するようにした場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、第１のバッテリケースに対して第２のバッテリ
ケースを時計回り方向に回動させたときに当該第２のバッテリケースの一面を本体部１１
の他面１１Ｅに当接することができれば、この他種々の厚みに選定するようにしても良い
。
【００６６】
さらに上述の実施の形態においては、第１のバッテリケース２８の第１の端面長手方向に
対して第２の端面長手方向をほぼ直交させたときに、一面２９Ａ又は他面２９Ｆをこの第
１のバッテリケース２８の下方向の円弧状の側面２８Ｆの頂点にほぼ一致させるようにし
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、第１のバッテリケースに対して第２の
バッテリケースを時計回り方向に回動させたときに当該第２のバッテリケースの一面を本
体部１１の他面１１Ｅに当接することができれば、第１のバッテリケース２８の第１の端
面長手方向に対して第２の端面長手方向をほぼ直交させたときに、当該第２のバッテリケ
ース２９の一面２９Ａ又は他面２９Ｆを第１のバッテリケース２８の下方向側面２８Ｆよ
りも上側又は下側に位置させるようにしても良い。
【００６７】
さらに上述の実施の形態においては、本発明を上述したノート型のパーソナルコンピュー
タ１０及びこれに取り付けられるバッテリ１５に適用するようにした場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、携帯型の情報通信端末や、携帯型の映像表示装置等の電子機
器のように、バッテリの取付け対象であれば、この他種々の情報処理装置及びこれに取り
付けられるバッテリに広く適用することができる。
【００６８】
さらに上述の実施の形態においては、所定の情報処理を実行する本体部として、ノート型
のパーソナルコンピュータ１０の本体部１１を適用するようにした場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、一面に表示パネルと共に各種操作命令を入力し得る入力部が設
けられた携帯型の情報通信端末等のように、この他種々の本体部を広く適用することがで
きる。
【００６９】
さらに上述の実施の形態においては、本体部の所定の第１の面に取り付けられた第１のバ
ッテリ部として、バッテリ１５の複数の２次電池が収納された第１のバッテリケース２８
を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、本体部の所定の第
１の面に取り付けることができれば、例えば大型２次電池でなる第１のバッテリ部等のよ
うに、この他種々の第１のバッテリ部を広く適用することができる。
【００７０】
さらに上述の実施の形態においては、第１のバッテリが取り付けられる本体部の所定の第
１の面として、本体部１１の後側面１１Ａを適用するようにした場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、第１のバッテリを取り付けることができれば、本体部１１の前方
向の側面１１Ｃ、左右の側面１１Ｄ、又は他面１１Ｅ等のように、この他種々の第１の面
を適用するようにしても良い。
【００７１】
さらに上述の実施の形態においては、第１のバッテリ部に本体部に近づく方向及び逆の当
該本体部から離れる方向に回動自在に保持され、当該第１のバッテリ部に対して本体部に
近づく方向に回動したときに一面を当該本体部の第１の面に隣接する第２の面に当接させ
る第２のバッテリ部として、バッテリ１５の複数の２次電池が収納された第２のバッテリ
ケース２９を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、第１の
バッテリ部に本体部に近づく方向及びこれとは逆の離れる方向に回動自在に保持され、当
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該第１のバッテリ部に対して本体部に近づく方向に回動したときに一面を当該本体部の第
１の面に隣接する第２の面に当接させることができれば、例えば大型２次電池でなる第２
のバッテリ部等のように、この他種々の第２のバッテリ部を広く適用することができる。
【００７２】
さらに上述の実施の形態においては、本体部において、第１のバッテリ部に対して第２の
バッテリ部が本体部に近づく方向に回動したときに当該第２のバッテリ部の一面が当接さ
れる第１の面に隣接する第２の面として、本体部１１の他面１１Ｅを適用するようにした
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、第１のバッテリ部に対して第２のバッテ
リ部が本体部に近づく方向に回動したときに当該第２のバッテリ部の一面を当接させるこ
とができれば、本体部１１の後側面１１Ａ、前方向の側面１１Ｃ、又は左右の側面１１Ｄ
等のように、この他種々の第２の面を広く適用することができる。
【００７３】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、所定の情報処理を実行する本体部と、当該本体部の所定
の第１の面に取り付けられた第１のバッテリ部と、この第１のバッテリ部に本体部に近づ
く方向及び逆の当該本体部から離れる方向に回動自在に保持され、当該第１のバッテリ部
に対して本体部に近づく方向に回動したときに一面を当該本体部の第１の面に隣接する第
２の面に当接させる第２のバッテリ部とを設けるようにし、本体部が第２の面を所定の支
持面に対向させて配置されるとき、第２のバッテリ部が本体部に近づく方向に回動して一
面を第２の面に当接させると、当該一面と対向する他面の少なくとも一部を支持面に当接
させて本体部を支持面に対して所定の第１の傾斜角度に傾斜させ、当該第２のバッテリ部
が本体部から離れる方向に回動すると、一面を支持面に当接させて本体部を支持面に対し
て第１の傾斜角度よりも小さい所定の第２の傾斜角度に傾斜させるようにしたことにより
、本体部の持ち運び時には、第１及び第２のバッテリ部をこの本体部の第１及び第２の面
に沿わせるようにして当該本体部にこの第１及び第２のバッテリ部を一体化することがで
き、本体部の使用時には、第２のバッテリ部の回動方向に応じて２段階の傾斜角度から好
みの傾斜角度を選択させ、当該選択された傾斜角度で安定して傾斜させることができ、か
くしてバッテリが取り付けられても容易に持ち運ぶことができると共に、使用時の使い勝
手を向上し得る情報処理装置を実現することができる。
【００７４】
　また所定の取付け対象の第１の面に取り付けられる第１のバッテリ部と、当該第１のバ
ッテリ部に取付け対象に近づく方向及び逆の当該取付け対象から離れる方向に回動自在に
保持され、当該第１のバッテリ部に対して取付け対象に近づく方向に回動したときに一面
を当該取付け対象の第１の面に隣接する第２の面に当接させる第２のバッテリ部とを設け
るようにし、取付け対象が第２の面を所定の支持面に対向させて配置されるとき、第２の
バッテリ部が取付け対象に近づく方向に回動して一面を第２の面に当接させると、当該一
面と対向する他面の少なくとも一部を支持面に当接させて取付け対象を支持面に対して所
定の第１の傾斜角度に傾斜させ、当該第２のバッテリ部が取付け対象から離れる方向に回
動すると、一面を支持面に当接させて取付け対象を支持面に対して第１の傾斜角度よりも
小さい所定の第２の傾斜角度に傾斜させるようにしたことにより、取付け対象の持ち運び
時には、第１及び第２のバッテリ部をこの取付け対象の第１及び第２の面に沿わせるよう
にして当該取付け対象にこの第１及び第２のバッテリ部を一体化することができ、取付け
対象の使用時には、第２のバッテリ部の回動方向に応じて２段階の傾斜角度から好みの傾
斜角度を選択させ、当該選択された傾斜角度で安定して傾斜させることができ、かくして
取付け対象に取り付けられても、この取付け対象を容易に持ち運ばせることができると共
に、当該取付け対象の使用時の使い勝手を向上させ得るバッテリを実現することができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるノート型のパーソナルコンピュータの構成の一実施の形態を示す略
線的外観図ある。
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【図２】バッテリの構成を示す略線的斜視図である。
【図３】バッテリ保持部へのバッテリの取り付けの説明に供する略線的斜視図である。
【図４】本体部へのバッテリの取り付けの説明に供する略線的斜視図である。
【図５】パーソナルコンピュータの持ち運び時のバッテリの説明に供する略線的側面図で
ある。
【図６】バッテリによる本体部の傾斜の説明に供する略線的側面図である。
【図７】バッテリによる本体部の傾斜の説明に供する略線的側面図である。
【図８】従来のパーソナルコンピュータの構成を示す略線的斜視図である。
【符号の説明】
１０……パーソナルコンピュータ、１１……本体部、１１Ａ……後側面、１１Ｂ……一面
、１１Ｅ……他面、１３……表示部、１３Ａ……内面、１４……バッテリ保持部、１５…
…バッテリ、１６……操作キー、１７……キー配列部、２４……液晶パネル、２８……第
１のバッテリケース、２８……一面、２９……第２のバッテリケース、２９Ａ……一面。
４１……第１の弾性部材、４２……脚部、４３……第２の弾性部材、４４……第３の弾性
部材。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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